
別紙

１．地域農業再生協議会名

２．活用予定額の総括表

（１）当初配分 （単位：円）

産地戦略枠分
（ｂ）

従来枠分
（ｃ＝ａ－ｂ）

3,801,000 1,476,000 2,325,000 3,796,000 3,796,000 2,340,000 1,456,000 0 1,456,000

産地交付金の活用方法の明細

畑地分
（ｄ）

（参考）
従来枠分
＋畑地分
（ｃ＋ｄ）

北塩原村農業再生協議会

北塩原村農業再生協議会

協議会等名

配分枠（Ａ） 活用予定額

産地戦略枠
（Ｂ）

従来枠
（Ｃ＝Ａ－Ｂ）

水田分（ａ）



（２）追加配分 ※追加配分は県域で助成するため記載は不要です。 （単位：円）

ア　多収性専用
品種導入

イ　加工用米の
複数年契約

ウ　備蓄米
エ そば、なたね

（基幹作）
オ そば、なたね

（二毛作）

（注）追加配分枠が未定の段階にあっては、本表を空欄又は想定により作成することも可能とします。

（３）合計 （単位：円）

産地戦略枠分
（ｂ）

従来枠分
（ｃ＝ａ－ｂ）

3,801,000 1,476,000 2,325,000 3,796,000 3,796,000 2,340,000 1,456,000 0 1,456,000

協議会等名

追加配分枠

○○協議会

北塩原村農業再生協議会

協議会等名

当初配分（Ａ）

追加配分
（Ｄ）

配分枠

産地戦略枠
（Ｂ）

従来枠
（Ｃ＝Ａ－Ｂ）

畑地分
（ｄ）

（参考）
従来枠分
＋畑地分

＋追加配分
（ｃ＋ｄ＋ｅ）

活用予定額

水田分（ａ＋ｅ）

活用予定額

当初配分（ａ）

追加配分
（ｅ）



３．活用方法

（１）－①当初配分枠の活用分（水田分・産地戦略枠分）

麦 大豆 飼料作物 米粉用米 飼料用米 WCS用稲 加工用米

変 1 振興作物助成 1 15,000 980 200 380 1,560 2,340,000

実面積 980 200 380 1,560

実面積

野菜 果樹 地力増進 景観形成

H
2
5
と
の
比
較
※
１

戦略作物
整
理
番
号

そば

使途
※２

なたね 花き・花木 雑穀

取
組
番
号
※３

単価①
（円/10a）

面　積　（ａ単位）

備蓄米 その他
合計
②
※５

※１　「H25との比較」は、新規の場合は「新」、H25から継続で一部変更した場合は「変」、Ｈ25と同じ設定の場合は「同」を記入してください。
※２　二毛作を対象とする使途は、二毛作への助成部分を他の設定と分けて記入し、使途の名称に「○○○（二毛作）」と記入してください。
※３　「取組番号」は、水田フル活用ビジョン４の表の取組に該当する取組番号を記入してください。
※４　「合計（基幹）の実面積」は、基幹作物を対象とした設定の実面積を記入し、「合計（二毛作）の実面積」は、二毛作作物を対象とした設定の実面積を記入してください。
※５　②の合計は、各使途の合計面積を記入してください。
※６　所要額欄の二重枠には、所要額の合計を記入してください。
（注）使途ごとに「産地交付金の活用方法の明細（個票）」を添付してください。

合計（基幹）※４

2,340,000
合計（二毛作）※４

所要額
①×②
（円）



（１）－②当初配分枠の活用分（水田分・従来枠分）

麦 大豆 飼料作物 米粉用米 飼料用米 WCS用稲 加工用米

変 2 園芸作物助成 10,000 1,224 44 80 35 1,383 1,383,000

変 3 地力増進景観形成作物助成 5,000 6 140 146 73,000

実面積 1,224 44 80 6 140 35 1,529

実面積

H
2
5
と
の
比
較
※
１

整
理
番
号

使途
※２

単価④
（円/10a）

面　積　（ａ単位）

地力増進 景観形成

1,456,000
合計（二毛作）※４

所要額
④×⑤
（円）

戦略作物

そば なたね 野菜 花き・花木 果樹 雑穀

※１　「H25との比較」は、新規の場合は「新」、H25から継続で一部変更した場合は「変」、Ｈ25と同じ設定の場合は「同」を記入してください。
※２　二毛作を対象とする使途は、二毛作への助成部分を他の設定と分けて記入し、使途の名称に「○○○（二毛作）」と記入してください。
※３　「取組番号」は、水田フル活用ビジョン４の表の取組に該当する取組番号を記入してください（該当しない場合の記入は不要です）。
※４　「合計（基幹）の実面積」は、基幹作物を対象とした設定の実面積を記入し、「合計（二毛作）の実面積」は、二毛作作物を対象とした設定の実面積を記入してください。
※５　②の合計は、各使途の合計面積を記入してください。
※６　所要額欄の二重枠には、所要額の合計を記入してください。
（注）使途ごとに「産地交付金の活用方法の明細（個票）」を添付してください。

備蓄米 その他

合計（基幹）※４

取
組
番
号
※３

合計
⑤
※５



（１）－③当初配分枠の活用分（畑地分）

※１

実面積
※２

※４

（注）使途ごとに「産地交付金の活用方法の明細（個票）」を添付してください。

所要額
⑦×⑧
（円）麦

合計
⑧

※３
休閑緑肥

H
2
5
と
の
比
較

整
理
番
号

使途
単価
⑦

（円/10a）

面　積　（ａ単位）

大豆 てん菜
でん粉原料

用
ばれいしょ

そば なたね

合計

※２　「実面積」は使途ごとの面積の計でなく、実面積を記入してください。

※３　⑧の合計は、各使途の合計面積を記入してください。

※４　所要額欄の二重枠には、所要額の合計を記入してください。

※１　「H25との比較」は、新規の場合は「新」、H25から継続で一部変更した場合は「変」、Ｈ25と同じ設定の場合は「同」を記入してください。



（２）追加配分枠の活用分　　 ※ 追 加 配 分 は 県 域 で 助 成 す るた め 記 入 は 不 要 で す 。

麦 大豆 飼料作物 米粉用米 飼料用米 WCS用稲 加工用米

実面積

実面積

（３）水田における交付対象面積計　（ａ単位） ※従来枠と産地戦略枠の合計を入力願います。

麦 大豆 飼料作物 米粉用米 飼料用米 WCS用稲 加工用米

実面積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,204 244 80 0 6 140 0 415 3,089

実面積

※　「合計（基幹）の実面積」は、当初配分と追加配分を含め、基幹作物を対象とした設定の実面積を記入し、「合計（二毛作）の実面積」は、二毛作作物を対象とした設定の実面積を記入してください。

４．所要額が配分枠を超過した場合の調整方法※前年度までの単価調整の実施方法と同じように記載願います。

合計

合計（基幹）

合計（二毛作）

○当初配分枠
・産地戦略枠
「活用予定額/所要額」による調整係数（少数第5位切り捨て）により単価調整（小数点以下切り捨て）を行う。
・従来枠
「活用予定額/所要額」による調整係数（少数第5位切り捨て）により単価調整（小数点以下切り捨て）を行う。
○追加配分枠
「活用予定額/所要額」による調整係数（少数第5位切り捨て）により単価調整（小数点以下切り捨て）を行う。

果樹 雑穀 地力増進 景観形成 備蓄米 その他
戦略作物

そば なたね 野菜 花き・花木

その他
合計
⑩
※６

合計（基幹）※５ ⑪
※７合計（二毛作）※５

所要額
⑨×⑩
（円）

取
組
番
号
※４

分
類
※
２

※１　「H25との比較」は、新規の場合は「新」、H25から継続で一部変更した場合は「変」、Ｈ25と同じ設定の場合は「同」を記入してください。
※２　「分類」には、いずれの取組に係る追加配分枠を充てるのか、以下のア～エのいずれかを記入してください。
　　　「ア」多収性専用品種の導入への取組　　「イ」加工用米の複数年契約の取組　　「ウ」備蓄米の取組　　　「エ」そば、なたね（基幹作）の作付け　　「オ」そば、なたね（二毛作）の作付け
※３　二毛作を対象とする使途は、二毛作への助成部分を他の設定と分けて記入し、使途の名称に「○○○（二毛作）」と記入してください。
※４　「取組番号」は、水田フル活用ビジョン４の表の取組に該当する取組番号を記入してください（該当しない場合の記入は不要です）。
※５　「合計（基幹）の実面積」は、基幹作物を対象とした設定の実面積を記入し、「合計（二毛作）の実面積」は、二毛作作物を対象とした設定の実面積を記入してください。
※６　⑩の合計は、各使途の合計面積を記入してください。
※７　所要額欄の二重枠には、所要額の合計を記入してください。
（注）使途ごとに「産地交付金の活用方法の明細（個票）」を添付してください。

花き・花木 果樹 雑穀 地力増進 景観形成 備蓄米

H
2
5
と
の
比
較
※
１

整
理
番
号

使途
※３

単価⑨
（円/10a）

面　積　（ａ単位）

戦略作物

そば なたね 野菜



新規 ○ H25継続

協議会名 整理番号

使途

対象作物

単価

内容

　

備考 直売所等を活用した地産地消の取組強化のためにも、次年度以降も助成する。

アスパラガス・きゅうり・ねぎ・トルコギキョウ・いちご・トマト（加工含む）・りんどう・ほう
れんそう・葉たばこ・かぼちゃ・芍薬・じゅんさい・花嫁ささげ・さやいんげん（基幹作物）

振興作物助成

H25継続（変更あり）

対象面積１０a当たり　１５,０００円　

地域の立地条件を活かしながら関係者が連携して取り組んできた振興作物による生
産の拡大を図り、水田農業の生産性向上につなげる。

産地交付金の活用方法の明細（個票）

北塩原村農業再生協議会 1

１　対象者

　・実需者等に出荷・販売することを目的として、対象作物の生産に取り組む農業者
又は集落営農とする。

２　対象水田

　・経営所得安定対策等実施要綱別紙３に定める水田とする。

　・作付面積のうち次のいずれかに該当するもの。

　　ア　自己所有地

 ※アスパラガス等の、植栽してから収穫に至るまで一定期間（１年を越える）を要する
作物については、ＪＡ等が示す指針に沿い管理した場合、出荷・販売を目的に植栽し
たものとみなし、交付の対象とする。（通常の肥培管理を行っている。）

具体的要件 　　イ　利用権設定による借地

３　対象作物

　・アスパラガス・きゅうり・ねぎ・トルコギキョウ・いちご・トマト（加工含む）・りんどう・ほ
うれんそう・葉たばこ・かぼちゃ・芍薬・じゅんさい・花嫁ささげ・さやいんげん：実需者
等に出荷・販売を行うこと。

確認方法

１　対象者

　・営農計画書又は交付申請書。及び出荷契約書、販売伝票、作業日誌等の出荷・
販売・収穫・通常の肥培管理を行ったことの分かる書類。

２　対象水田

　・現地確認及び水田台帳、共済細目書等の書類。

３　対象作物

　・現地確認。及び出荷契約書、販売伝票、作業日誌等の出荷・販売・収穫・通常肥
培管理を行ったことの分かる書類。

　（別紙 「産地交付金に該当する作物一覧」 参照）



新規 ○ H25継続

協議会名 整理番号

使途

対象作物

単価

内容

　

備考

振興作物以外の、その他野菜・その他山菜・その他果実・その他花き　※そばは除く
（基幹作物）

H25継続（変更あり）

産地交付金の活用方法の明細（個票）

北塩原村農業再生協議会 2

園芸作物助成

対象面積１０a当たり　　１０，０００円

道の駅裏磐梯をはじめ個人直売所等での販売実績が多く、消費者から求められる作
物の作付を推進し、水田の有効活用を図る。

 ※永年性作物は植栽して５年を助成期間とする。

　（別紙 「産地交付金に該当する作物一覧」 参照）

具体的要件

１　対象者

　・実需者等に出荷・販売することを目的として、対象作物の生産に取り組む農業者
又は集落営農とする。

２　対象水田

　・経営所得安定対策等実施要綱別紙３に定める水田とする。

　・作付面積のうち次のいずれかに該当するもの。

　　ア　自己所有地

　　イ　利用権設定による借地

直売所等を活用した地産地消の取組強化のためにも、次年度以降も助成する。

　・その他野菜、その他山菜、その他果実、その他花き（そばは除く） ： 実需者等に出
荷・販売を行うこと。

３　対象作物

 ※果樹等の、植栽してから収穫に至るまで一定期間（１年を越える）を要する作物に
ついては、ＪＡ等が示す指針に沿い管理した場合、出荷・販売を目的に植栽したもの
とみなし、交付の対象とする。（通常の肥培管理を行っている。）

確認方法

１　対象者

　・営農計画書又は交付申請書。及び出荷契約書、販売伝票、作業日誌等の出荷・
販売・収穫・通常の肥培管理を行ったことの分かる書類。

２　対象水田

　・現地確認及び水田台帳、共済細目書等の書類。

３　対象作物

　・現地確認。及び出荷契約書、販売伝票、作業日誌等の出荷・販売・収穫・通常肥
培管理を行ったことの分かる書類。



新規 ○ H25継続

協議会名 整理番号

使途

単価

内容

備考

具体的要件

１　対象者

　・地力増進作物・景観形成作物については、すき込み・通常肥培管理を行った農業
者又は集落営農とする。

２　対象水田

H25継続（変更あり）

産地交付金の活用方法の明細（個票）

北塩原村農業再生協議会 3

地力増進景観形成作物助成

地力増進作物 （レンゲ・クローバー類 等）（基幹作物）

　　ア　自己所有地

　　イ　利用権設定による借地

３　対象作物

対象面積１０a当たり　　５，０００円

農業者の高齢化や労働力の不足等で作付が困難な水田については、地力の維持・
増進、景観の形成をしながら、いつでも作物生産ができるよう対象者が水田に対象作
物を作付けした場合、作付面積に応じて助成する。

３　対象作物

　・現地確認。及び作業日誌等の播種・すき込み・通常肥培管理を行ったことの分か
る書類。

耕作放棄地予防対策等のためにも、次年度以降も助成する。

対象作物
景観形成作物 （コスモス・ひまわり・菜の花 等）（基幹作物）

　・地力増進作物は、通常の肥培管理、ほ場へのすき込みを行うこと。

　・景観形成作物は、通常肥培管理を行うこと。

確認方法

１　対象者

　・営農計画書又は交付申請書。及び作業日誌等の播種・すき込み・通常の肥培管
理を行ったことの分かる書類。

２　対象水田

　・現地確認及び水田台帳、共済細目書等の書類。

　・経営所得安定対策等実施要綱別紙３に定める水田とする。

　・作付面積のうち次のいずれかに該当するもの。



区分

振興作物助成 アスパラガス きゅうり ねぎ トルコギキョウ いちご

トマト（加工含む） りんどう ほうれんそう 葉たばこ かぼちゃ

芍薬 じゅんさい 花嫁ささげ さやいんげん

園芸作物助成

(10,000円)

地力増進・景観形成作物助成

(5,000円)

「産地交付金」に該当する作物 　一覧表

対象作物（基幹作物）

地力増進作物(レンゲ、クローバー類　等)

景観形成水田(コスモス、ひまわり、菜の花　等)

その他野菜 その他山菜 その他果実 その他花き ※そばは除く

（15,000円)


